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欧州評議会・言語政策部門の活動成果と今後の課題 
――plurilingualism概念のもつ可能性――

山川智子

1．はじめに

欧州評議会（Council of Europe, Conseil de l’Europe）は、人権、民主主義、法の
支配という価値観を共有する西欧10か国 1の加盟で1949年に発足し 2、2007年8月
時点で欧州連合（EU）27か国を含む47の加盟国からなる組織である。ヨーロッパの
「民主主義の学校」3とも評される欧州評議会は、主に人権保障システムの改革、少数
民族問題、教育、文化、言語問題などに関わる活動を行っている。

発足当時の西欧諸国の人々にとって「ヨーロッパ」4という枠組みは自明のもの
ではなかった。そのため、「ヨーロッパ・アイデンティティ」の育成や加盟諸国間で
の相互理解・文化交流の拡大などが必要とされた 5。その際の要となるのは言語学習
であるという認識 6のもと、言語政策に関する活動は50年代から地道に続けられて
きた。こうした活動はEUが90年代以降になってから取り組みはじめたことである。

欧州評議会での言語政策に関する研究活動は、現在「言語政策部門（Language 
Policy Division）」7が中心となって行われている。この部門の近年の活動成果とし
て、2001年にCommon European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. 8（以下、CEFRと略す）という文書がまとめられている。その
際、言語学習に対する考え方であるplurilingualism 9という概念が改めて定義された。
「言語政策部門」の関心領域はヨーロッパ以外の地域（たとえば、南アフリカ、カ

ナダ、オーストラリア）にも及んでいる 1 0。日本人研究者による欧州評議会の訪問・
政府間の公式会議への参加などにより、日本における言語政策およびその研究に関
しても、この部門は関心を寄せている。この部門の取り組みは、日本での言語教育や
海外での日本語教育の様々な場面でも活用されはじめており、CEFRは多くの言語
教育関係者から注目されている。日本語訳 1 1も出版され、CEFRに関する様々なプ
ロジェクト 1 2や研究会が設立され、シンポジウムも開催 1 3された。というのは、
CEFRがヨーロッパ言語を基盤として作成されたものであるにもかかわらず、普遍的
な言語教育の理念をも示唆しているからである 1 4。とはいえ、このCEFRを活用す
るうえで重要な概念であるplurilingualismの解釈に関してなど、いくつかの重要な点
が、日本だけではなくヨーロッパにおいても議論が尽くされているとは言い難いの
も現状である。

本稿ではまず、欧州評議会・言語政策部門の活動を歴史的に振り返るとともに
CEFRの意義を述べる。さらに、plurilingualismを史的に位置付け、「言語権」思想と
の関わりを考慮しながら、この概念をどう解釈するかを考察する。続いて、こうした
考え方がフランス、スイスと国境を接するドイツのバーデン・ヴュルテンベルク州
（Baden-Württemberg）の教育政策に与えた影響を概観する。「国」を基準とすると
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「周辺地域」とされる国境地域もヨーロッパ統合の観点から再考すると新たな役割を
担うようになる 1 5と考えられるからである。最後に、この部門の活動成果を日本で
議論する意義について考えたい。

2．ヨーロッパ統合における欧州評議会の位置付け

ヨーロッパを他の地域から際立たせているのは、その言語的多彩さである。厳密に
言えば、文字を持つ複数の有力言語の存在が言語の多様性を成立させているのであ
る 1 6。たとえばEUは、文書の翻訳作業が煩雑になるにもかかわらず、全加盟国の公
用語をEUの公用語としている。この背景には母語に対する認識の深さがあり、さら
に翻訳そのものが文化であり言語的多様性を守ることが文化の豊かさの実現につな
がるという思想があるからである 1 7。
こうした言語の多様性、それに必然的に伴う言語学習に関して、人々はどう受け

止めているのであろうか。欧州委員会（European Commission）の教育･文化担当部
門が2005年11月5日から12月7日にかけて実施した言語意識調査がある。当時の
EU加盟国（25か国）とブルガリア、ルーマニア、クロアチア、トルコの15歳以上の市
民、28694人を対象にして行われ、結果は2006年2月に発表された。その報告書
（Special Eurobarometer 243/Wave 64.3）1 8によると、83％の人々が、母語に加えて
もう一つのヨーロッパ言語を「話せるべきである」と考えているが、実際に一つの異
言語を「話すことができる」のは56％、二つの異言語を「話すことができる」のは
28％である。母語だけを話すと答えているのは44％にのぼる。異言語学習の必要性
を感じながらも現実には思うようにはいかないということであろう。異言語の習得
はヨーロッパ市民にとっても多大な労力を必要としていることがこの調査結果から
も読み取れる。多様な言語が存在するからこそ、市民が母語の重要性を認識し、さら
に異言語話者との交流に関して対策を講じるための発想をもつことが必要なわけで
ある。

では言語問題を論じるということは、ヨーロッパでは一般にどのような扱いを
受けているのであろうか。ヨーロッパ統合が経済的な統合から始まったために、言
語問題はEUでは教育政策の一環として扱われており、それほど積極的には取り組ま
れていなかった。少数言語をめぐる個人の権利や国の義務の法規範化などに関して
は、欧州評議会が進めてきたのである 1 9。とはいえ、EUが抱える政治経済の諸問
題を解決するには言語問題は避けて通れないものである。マーストリヒト条約以降、
EUと欧州評議会はゆるやかな連携を保ちつつ活動している。経済統合と政治的な協
力関係の構築が進んだヨーロッパにおいて、さらなる課題は教育における統一基準
の作成である。これも現在はボローニャ宣言を経て実行に移されている。ヨーロッ
パ内での留学が活発になるとともに言語能力の証明、評価基準の透明性がますます
必要とされるようになった。言語教育には政治が大きく関わっているという認識の
もと、国民国家という枠組みをこえた活動が欧州評議会を中心に今後もさらに活発
に行われていく必要がある。欧州評議会の長年の活動は、21世紀に入り、その意義
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が広く知られるようになった。たとえば、ドイツにおける言語教育の定評ある研究
書 2 0の2006年出版の第3版 2 1では、欧州評議会の近年の活動成果が詳しく紹介され
ている。これは言語教育関係者たちから多くの関心がこの活動に寄せられているこ
とを示すものであろう。

3．言語政策部門の活動の変遷

①現代語学習の推進に向けて
1950年前後のヨーロッパでは、戦争によって途絶えていた国際交流や異言語学

習の機会を復活し、さらには学習方法を改善する必要性が求められていた 2 2。文化、
教育に関する活動を進めるため、欧州評議会は1954年12月19日、「ヨーロッパ文化
協定」（1955年5月5日施行）に署名をし、これにより、現代語学習の推進へと舵を取
ることとなる。協定の第2条では、ヨーロッパ市民は自身の言語以外にも、他の加盟
国の言語（ languages）・歴史（history）・文明（civilisation）を学ぶことが奨励され、そ
のための学習を推進できるよう評議会が便宜をはかることが取り決められた 2 3。
1957年、フランス政府の提案でヨーロッパの現代語学習を推進する専門委員会が創
設され、初の政府間のシンポジウムがパリで開かれた。ヨーロッパ諸国の協力関係
を築き、言語研究と言語教育との連携を確立するといった一連の活動が、現在の「言
語政策部門（Language Policy Division）」の前身である「現代語部門（Modern 
Languages Division）」の設立につながった。
こうした他の加盟国の「現代語」学習推進の背景にあるのは、かつてのヨーロッ

パにおける「古典語」重視の伝統と国民意識高揚のための「母語」教育への反省であ
る。たとえばプロイセンでは、ベルリン・フンボルト大学（ウィルヘルム・フォン・フ
ンボルトらによって1810年に設立）の影響のもとで、古典主義と人文主義を重視す
る教育があった。古典文献学による人間性の育成という考えから、当時はギリシャ
語やラテン語といった古典語教育が重要視されていた 2 4。大学におけるこうした教
育は、大学進学希望者が学ぶギムナジウムでの言語教育にも影響を及ぼした。ギム
ナジウムでも古典語教育が重視されたのである 2 5。プロイセンによるドイツ統一の
後は、「古典語」偏重教育に対し、「ドイツ語」教育を重視すべきであるという意見が
持ち上がり激しい議論が行われた 2 6。1891年、ヴィルヘルム2世は古典語偏重を改
め「ドイツ語」を重視することを宣言し 2 7、ギムナジウムではドイツ語の授業時間が
増え、古典語の授業時間が大幅に削減された。「ドイツ」という国家および民族名称
は、「ドイツ語」という言語表記から派生したもの 2 8なので、「ドイツ語」を教えるこ
とは同時に「ドイツ精神」を教え込むことを意味していたわけである 2 9。

古典語偏重教育、また国民意識高揚のための母語教育という偏った言語教育が、
第二次世界大戦後ヨーロッパで改めて見直されることとなった。欧州評議会は、母
語と近隣地域の「現代語」学習の推進へと言語教育の方向転換を図るための活動に力
を入れていくことになる。



- 98 -

欧州評議会・言語政策部門の活動成果と今後の課題―― plurilingualism 概念のもつ可能性――欧州評議会・言語政策部門の活動成果と今後の課題―― plurilingualism 概念のもつ可能性――

②Threshold･Levelの出版とその広がり
「現代語」学習の重要性が確認されたヨーロッパにおいて、さらなる課題は移民

との平和的共生であった。そのためには互いの言語・文化を理解しあうことが最優
先の課題となった。異文化理解への関心が具体的に行動に移されたのは1970年代の
ことである。経済成長を遂げる中、外国人労働者人口が増加し、成人移民の言語学習
の重要性が認識された。これ以降の基本方針は、ヨーロッパ市民の複数言語使用を
奨励することや学習目標・評価基準を具体的に記述していくことにあった。この時
期はユネスコの1974年勧告（ユネスコ国際教育勧告）が発表されるなど、世界的に見
ても言語・文化政策、異文化教育において発展を遂げた時期である。

そのきっかけとなったのが、1971年5月にスイスのルシュリコン（Rüschlikon）
で開かれた、成人の言語教育に関するシンポジウムである。これに続いて、学校外教
育委員会が成人の言語学習における共通の評価基準を作成する研究会を立ち上げ
た。主な基本原則として、教授法や教材の使用、学習者の到達度評価、フィードバッ
クの提供などについて統一基準を設けることが取り決められた。さらに教育行政者、
計画立案者、教材作成者、試験官、学校調査官、教員養成者、教員が同じ目標・評価
基準をもって取り組むことが確認された 3 0。
このような経緯を経て、日常生活の具体的な場面を想定した学習形態の雛形が

開発されることとなる。その英語版として、J.A. van Ekをはじめとする言語学者た
ちによる成人の現代語学習用のThe Threshold Level in a European Unit/Credit System 
of Modern Language Learning by Adult.（以下、Tレベルと略す）が1975年に出版され
た。Tレベルは英語が日常生活でコミュニケーションの手段として用いられている
地域で、日常生活の具体的場面を想定し、学習者が自ら行動するには言語をどう使用
すれば適切かという具体例を示す文書である。どのような知識と技能を身につける
必要があるかということ、さらに到達度レベル等が具体的に記述されている。Tレベ
ルは個人の複数言語使用を支援する文書であり、英語版に続きヨーロッパの各言語
版も作成された 3 1。

1977年から81年にかけては、「現代語プロジェクト」期間とされ、それまでの活
動の成果が中等教育、職業教育、成人教育、移民教育の領域で適用されていった。そ
の中でTレベルよりも基本的な教材Waystage 3 2が作成された。この教材は、欧州評
議会の後援のもと、イギリスのBBC、ドイツの北ドイツ放送協会（Norddeutscher 
Rundfunk）とバイエルン放送協会（Bayerischer Rundfunk）共同製作の番組Follow 
me! の準備教材となった。Follow me! は最初に、ドイツ・オーストリア・スイスの市
民大学（Volkshochschule）の英語講座に活用されるものとして1979年に放送がはじ
まり、その後60以上もの国で5億人の視聴者を数えるほどの大成功を収めた 3 3。
1980年代は、国の枠を越えた連携がさらに強化されるとともに、教員研修の重要性
が認識されだした頃でもある。コミュニケーションを重視した現代語学習のいくつ
かのプロジェクトが実行されるなど、さらなる改革が行われ、新しいメディアの利用
に関する研究や学習者中心の教育スタイルの研究も進んだ時期であった。1984年か
ら1987年にかけては、国際的なワークショップが36回開かれるなど、精力的な活動
が行われた 3 4。
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③東欧の政変の影響―――「ヨーロッパ現代語センター」の設立
1990年前後の中東欧の政変により、こうした地域からのヨーロッパ文化協定へ

の加盟や、続いて欧州評議会への加盟も増加した。また、それまでの活動が多岐にわ
たっていたことなどの事情も重なり、言語政策活動のための新たな拠点が必要に
なった。1994年4月、オーストリアのグラーツ（Graz）に、8カ国（オーストリア、フ
ランス、ギリシャ、リヒテンシュタイン、マルタ、オランダ、スロベニア、スイス）の
協力により、「ヨーロッパ現代語センター」（The European Centre for Modern 
Languages:ECML）が設立された。欧州評議会の加盟国でなくとも参加が可能な組織
であるこのセンターは、2007年8月時点で33カ国が加盟している。1997年12月ま
での試行期間内の活動が評価され、このセンターは常設組織となった。現代語に関
する欧州評議会の活動は、政策決定機関としての役割を担う本部のストラスブール
と、政策実施機関としての役割を担うグラーツの二つの拠点を構えたことになる。

④CEFR（欧州共通参照枠）の作成
言語政策に関する研究の進行に伴って、専門家間の対話も発展してきたかと言

うと、そうでもなかった。主に国による教育制度の違いが障害となっていたのであ
る。こうした状況を改善するため、Tレベルに次ぐものとして、plurilingualismとい
う考え方 3 5を取り入れたCEFRが作成され、2001年に出版された 3 6。これは、
1991年の政府間シンポジウムでのスイス政府の提案を糸口に、1996年に初版、1998
年に改訂版が発行され、その後多くの議論を重ねた末に出来上がったものである 3 7。
国内の言語問題で様々な局面に対処してきたスイスの提案がCEFR作成に結びつい
たことは偶然ではないだろう 3 8。

CEFRは英語版とフランス語版でまず出版された。ドイツ語版 3 9は、ドイツ・
オーストリア・スイスの研究者たちの共同作業により作成された。さらにCEFRで提
案された能力記述文作成も、ドイツ語に関しては他の言語に先駆けてProfile 
deutsch 4 0という文書に収められたことで実現した。移民受け入れ国であることを自
認し 4 1、移民の言語学習にも積極的に取り組み始めているドイツが、欧州評議会の
活動に対して素早く反応を示した一つの例と言えよう。2007年8月時点では31言語
（うち5言語は翻訳版）で出版されており、さらに5言語で出版される予定である 4 2。

CEFRは言語教育における教材、シラバス、試験などの作成にあたっての一定の
基準（共通参照レベル）を示した文書で、学習者、教員、教材・試験作成者、教育行政
関係者など言語学習に関わるすべての人々に必要な情報が、「包括性
（comprehensive）」「透明性（ transparent）」「一貫性（coherent）」を満たすように網羅
されている。参照の「枠組み（ framework）」を示し、ある特定の型にはまった基準を
設けるのではなく、様々な可能性を示すことで現場に対応した言語教育を目指すも
のである。この文書には、多様なコミュニケーション場面において必要な言語表現
が具体的に記述されている。言語習得レベルが3段階（aレベル「基礎段階にある言
語使用者」、Bレベル「自立した言語使用者」、Cレベル「熟達した言語使用者」）に分
けられ、それぞれの段階がさらに二つに区分され、学習・評価基準の一例が示されて
いる。また、数字ではなく能力記述文による評価法が採用され、「その言語で何がで
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きるか」を確認することで言語能力が測られようとしている。
ここで重要なのは、CEFRが「しかできない」という否定的な能力の記述ではな

く、「ができる」という肯定的な能力の記述を目指していることである。肯定的記述
は、特にAレベルではCレベルに比べて、否定的記述よりも工夫を要する。たとえ
ば、「普通の速さの会話は理解できない」という否定的表現を肯定的にすると、「相
手がゆっくり繰り返し、言い換えたりしてくれ、また自分が言いたいことを表現する
際に相手が助けてくれるのならば、簡単なやりとりをすることができる」という表現
になる。「できる」ための環境設定を具体的に明示する必要があるわけである。手間
がかかるが、学習者と教員が言語能力に関する評価の基準を共有することで、CEFR
の目的の一つ「透明性」を満たすことになるわけである 4 3。この肯定的表現を目指す
背景には、生涯学習を推進しようという欧州評議会のねらいがある。学習者の動機
付けを高め、言語を使用する場面での具体的な条件を明確にすることで、学校教育を
終了してからの学習に弾みを与えようとしている。

⑤「ポートフォリオ」という発想
CEFRではまた、学習者自らが学習過程を自己管理することのできる文書の作成

が提案された。この文書が「ヨーロッパ言語ポートフォリオ（The European Language 
Portfolio: ELP）」である。学習者個人が学習記録を自ら記述し保管しておくことによ
り、学習への動機付け、学習効果を高めようという考えに基づいている。「ポート
フォリオ」の起源はルネサンス時代に遡る。当時は、芸術家や建築家が自らの作品の
特徴を書き込んだ文書、作品資料が「ポートフォリオ」であった。こうした文書を
ファイルに綴じ、仕事の際に証明として提示するほか、ファイルに保管してある過去
の資料を提示することで自身の履歴書の役割を果たしていた 4 4。欧州評議会はこれ
を言語学習に応用し、ポートフォリオに三つの領域を設けている。具体的には「言語
パスポート（ language passport）」「言語学習履歴（ language biography）」「作品集
（dossier）」といったものである。この三つの要素を兼ね備えたポートフォリオを、各
地の現状に対応させながら作成することが奨励されている。しかし、このポートフォ
リオはまだ試行段階にあり、形式的で硬さを残している。自分の能力、学習履歴を評
価者に効果的にアピールするというポートフォリオ本来の意義がまだ発揮されてい
ないという指摘もされている 4 5。活用される場所での状況（学習者の年齢や言語・
文化的背景）に適応したものを作成するのが課題となっている。

⑥拡大ヨーロッパに向けての挑戦
欧州評議会の活動には、人・物・貨幣・サービスの移動に伴う、複数の言語話者

間のコミュニケーションを円滑にするという現状を意識した具体的側面の他に、複
雑化する社会における言語問題を考察していこうという意欲的・挑戦的側面もある。
こうした挑戦的側面は、部門の名称変更や概念への名づけといった行為にも現

れている。「言語政策部門」の旧称は「現代語部門」であった。これは第二次世界大戦
後、国家間の相互理解のためには、「古典語」よりもむしろ近隣諸国の「現代語」の相
互学習に重点を置かなければならないという意識から生まれたものであることは先
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に述べたとおりである。しかし、21世紀に入り、EU拡大の動きとともに人・物・貨
幣・サービスの移動が活発になり、実際に使用される現代語の相互学習が必要不可
欠かつ当然のこととなった。このような状況になると、かつて「古典語」に対して用
いられていた「現代語」という名称の独自性が薄れ、2002年「現代語部門」は「言語政
策部門」に改称された。「言語政策」という名称は、「言語」と「政治」は切り離しては
考えられないことを示唆している 4 6。
さらに、CEFRには、作成当初は「CEF」という略語が与えられていた。しかし

皮肉なことに、この文書に注目が集まることによって、一知半解のまま利用されるこ
とや、権威付けのために用いられることも少なからずあった 4 7。CEFは本来、言語
教育の様々な場面での参照枠として作成されたものである。欧州評議会はこの文書
があくまでも「参照するもの（ reference）」であり、強制力を持つものではないことを
改めて示すため、「R」を入れた「CEFR」を略語として用いるようになった。時代や
社会的背景を考慮しつつ、柔軟性のある活動を欧州評議会は続けているのである。

4．”plurilingualism”という概念 4 8

①･背景――「言語権」思想との関わり
異なる言語話者同士が相互理解の上で共生をはかろうと思えば、互いの言語を

多少なりとも理解できる能力があるのが望ましいのは言うまでもない。この能力を
敢えて意識するのは難しいが、欧州評議会は、こうした能力もまた肯定的に捉えられ
るべきで、それを個人が意識化することが必要だと表明している。それ故、欧州評議
会はいかなるレベルの言語能力であれ、それを肯定的に評価することを可能にする
発想にplurilingualismという名称を与え、その定義をCEFRの中で紹介した。この
plurilingualismという考え方の背景には、自身の言語を守るとともに他者の言語を尊
重するという「言語権」4 9思想がある。「言語権」はそれが侵害されやすい少数者や
少数言語の権利として理解されることが多い。母語を用いる権利、学びたい言語を
希望する言語で学ぶ権利もこれに含まれる。
「言語権」概念の由来は19世紀に遡ることができる。この権利を認めた憲法の例

としては、1867年12月 5 0に制定されたオーストリア＝ハンガリー帝国憲法 5 1があ
げられる。この第19条には、すべての民族的少数者の民族性と言語を維持する権利、
教育機関・行政・生活面における自身の言語の権利などが認められる、ということが
明記されている 5 2。当時は、言語によって人の思考方法や世界観が異なるという言
語相対論が登場し、多様な言語の存在を認めることが世界観の多様性を生み出し、
豊かさに繋がると考えられはじめた時期でもある。第二次世界大戦後はファシズム
による人権侵害の再現を防ぐことが求められ、1945年の国際連合憲章、1948年の世
界人権宣言には、基本的人権の一つとして言語の権利が加えられている。しかし、人
権を全ての範囲にわたって守ろうとすることは、かえって少数者の保護を相対的に
軽視してしまう結果となった 5 3。1970年以降、「言語権」を含む少数者の権利に関
心が集まり、民族的少数者、宗教的少数者とともに、言語的少数者の権利も認められ
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るようになった 5 4。この動きは1987年にブラジルのレシフェで出された言語権に関
する宣言（A Declaration of Recife）5 5、1996年の世界言語権宣言（Universal 
Declaration of Linguistic Rights）5 6へと続く。
個人の「言語権」を完全に保障するということは、しかしながら困難な課題であ

る。それならば、日々の言語使用に対する人々の意識を高め、それを言語学習の際に
も応用することができないか。こうした問題意識のもと、欧州評議会は少数言語の
権利を認めるための「欧州地域語少数言語憲章（European Charter for Regional or 
Minority Languages）」を1992年10月2日に採択した。その署名と批准は加盟国にゆ
だねられており、2007年9月時点では33か国がこの憲章に署名し、うち22か国では
批准を終えている。さらに、言語学習・教育におけるplurilingualismという考え方を
打ち出し、独自に定義づけをしたわけである。ちなみに国連は、2008年を「国際言
語年」とするべく提唱をした。こうした提唱は法的な拘束力を持つものではないが、
人々の言語意識を喚起するものとして評価されるべきものである。

②plurilingualismをどう解釈するか
CEFRでは、plurilingualismを「個人」の領域、multilingualism 5 7を「社会」の領

域とみなしている 5 8。そして、「複数言語」を使用する「個人」が集まった「社会」が、
「多言語」社会であると定義している。このように定義される以前は、用語としてよ
く使用されるmultilingualismの理解も研究者の判断に委ねられており、曖昧な部分
を残したまま、ことばだけがひとり歩きしていた。そこで欧州評議会は、
multilingualismとして一括りにされてきた概念に対して、言語学習における心理的な
要素や態度、さらに他者との関わりをより意識した新たな概念の呼称plurilingualism
を打ち出したのである。
もう少し具体的にみてみたい。CEFRの定義によれば、個人における

multilingualismとは幾つかの言語を別々に、それぞれの母語話者レベルの能力を目
標として、学校で正規に学ぶことの方に重点をおく。これに対しplurilingualismはそ
れぞれの言語を、個人の体験や生活の必要に応じて使い分けようとする態度の方に
重点をおく。CEFRでは、「聞く」「話す」「読む」「書く」といった能力の他に「交流す
る（ interaction）」能力が「話す」能力を補完するものとして加えられている。これは
「交流する」能力には総合的な能力が求められる、ということを意味している。つま
り、相手との関係や交流する場の状況にあわせて行動する能力の重要性が認識され
ているのである 5 9。Plurilingualismという考え方には、こうした様々な能力の必要
な部分を、時と場合に応じて柔軟に発揮できる能力や態度の育成を目指すことも含
まれている。つまり、「部分的能力（partial competence）」を意識し、どの能力を優先
的に習得すべきかを学習者が明確に意識できるようにしている。たとえばパイロッ
トであれば、いかなる騒音の中でも管制塔とのやり取りを完全に理解できる能力が
求められる 6 0。そのような訓練は通常の言語教育ではあまり考えられないが、学習
者の仕事に応じて学習法が異なる一例である。

CEFRではまた、入門レベルの言語能力を駆使して、異言語話者間を取り持つ
「通訳」の役割を果たす人物の存在も意識されている。また、非言語要素（身振りな
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ど）を用いて何とか交流しようとする気持ちが重要であることも強調されている。こ
の考え方の根底には、学習者を「社会的に行動する者・社会的存在（social agents）」
と認識する欧州評議会の姿勢がある。いわゆる「行動主義的言語習得」と言われるも
ので 6 1、学習者個人が社会生活の中で課題を遂行していく存在であることを明確に
している。こうした視点からみると、plurilingualismは生活上の言語体験でヨーロッ
パ市民が実感している意識であり、もちろん、新たに「特効薬・万能薬」として登場し
た考え方ではないことが分かる。しかし、こうした意識にplurilingualismという名称
を与え、市民にはっきりと意識化させようと試みたことで、言語学習への態度を見直
すきっかけを生み出したことは確認しておきたい。

③課題と展望
様々な成果を収めている欧州評議会ではあるが、対処すべき課題もある。たと

えば、活動の目的・意図が理解されぬまま、成果が表面的にのみ利用されてしまうこ
とがあげられる。plurilingualismの定義づけに関わった研究者たちも、概念の曖昧さ
が多様な解釈を許容してしまうことを懸念していた 6 2。また、欧州評議会が2005年
春に行った調査の際には、CEFRはその哲学や理念において大きな可能性を持つが、
本質的な意味においてほとんど理解されることがなく、単なる試験の手段としての
み使用されているという見解が寄せられた 6 3。この見解からは、実践以前の、理念
や目的の明確化がまだ不十分であることが読みとれる。plurilingualism概念のもつ可
能性を理解し、さらなる議論に発展させるために必要なことは、この考え方が教育政
策にどう反映され、教育現場でどう理解されているかを把握することである。

5．国境周辺地域での取り組み

①近隣諸国の言語の学習
言語政策部門の取り組みは、国境周辺地域に位置するドイツのバーデン・ヴュル

テンベルク州の教育政策にどう反映しているのであろうか。ドイツは地理的にも
ヨーロッパの中心にあり、EU内で最も多くの母語話者を抱える国である 6 4。複数
の異言語教育にも積極的で、plurilingualismの考えに則った教育を進めようとしてい
る。とりわけバーデン・ヴュルテンベルク州では、2004年の教育改革以降はCEFR
で示された基準を導入するなど、先進的な言語教育政策を推進していることを文部
省の公式文書でも表明している 6 5。
ドイツの教育制度は原則として小学校教育（多くの州では、6歳から10歳までの

4年間）に続いて中等教育がある。中等教育は基幹学校、実科学校、ギムナジウム、
（州によっては総合制学校もある）に分かれており、それぞれに合わせたカリキュラ
ムで体系的に将来の職業に結びつく教育が行われている。1955年、旧西ドイツでの
常設文部大臣会議で締結された「デュッセルドルフ協定」では、学校教育における
「第一外国語」は原則として英語と決定された。しかし、1957年にフランスとの関係
が強いザールラント州が連邦に編入されて以降はこの協定も柔軟化し 6 6、教育政策
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は州の「文化高権（Kulturhoheit）」を尊重し、連邦レベルで調整を図りつつ、カリキュ
ラムの決定は州に一任されている。

バーデン・ヴュルテンベルク州では、アネッテ・シャヴァーン（Annette 
Schavan）前文部大臣（現在はドイツ連邦教育研究大臣）の任期中（1995-2005）、二
つの大きな教育制度の改革があった。一つは、小学校1年生からの異言語教育の導
入に踏み切ったことである。これは2003/2004年度から適用されている。もう一つ
は、ギムナジウム卒業年限が「9年制」から「8年制」へと短縮化されたことである。
これは2004/2005年度に進学した生徒から適用されている 6 7。

近年、この州では異言語教育に対する姿勢を見直し、新たな改革にのりだす動き
も見え始めている。これには、文化的・言語的背景の異なる人々の間での交流が活発
になり、教育・文化の領域においても新たな課題が生じていることが背景にある。そ
のため児童・生徒たちには、他の民族・文化・言語に対する関心を高めるために母語
以外の言語で意思疎通ができることが求められている。さらに、異言語の生涯学習
への動機付けを高めることも必要とされている 6 8。小学校では、異なる言語を話す
身近な人々に接し、その話しぶりを模倣しながら異言語を学ぶ。フランスと国境を
接するというこの州の地域性から、ライン川上流地域の学校ではフランス語、それ以
外の地域の学校では英語が選択されている。しかし近年、学校の言語採択と子供の
両親の希望が一致しないことも少なくなく、課題を抱えているのも事実である 6 9。
中等教育における異言語教育の目的は、小学校で学習した言語の知識をより深

めることで、将来の仕事に直結する能力を身につけることにある 7 0。中等教育機関
のひとつ、「8年制」となったギムナジウムでは、小学校で学習した言語（英語もしく
はフランス語）を「第一外国語」として継続して履修し、ギムナジウムの1年目（5年
生）もしくは2年目（6年生）から「第二外国語」（英語・フランス語・ラテン語・ロシア
語から選択）を履修する。能力のある生徒は4年目（8年生）から、他の生徒は6年目
（10年生）から「第三外国語」（英語・フランス語・ラテン語・ギリシャ語・ロシア語・
スペイン語・ポルトガル語・イタリア語・中国語・ヘブライ語・日本語・トルコ語から
選択）を自由科目として履修することができる。この他、必修ではないが古典語（ラ
テン語・ギリシャ語）も奨励されている 7 1。学校によって選択できる言語は異なる
ものの、異言語教育に積極的な姿勢は共通している。

②学ぶ内容を重視した異言語教育
異言語を社会科学系授業の媒介言語として採用しようと努力しているのも、ド

イツの特徴である 7 2。この取り組みは、学習者を社会的に行動する者とみなす「行
動主義的言語習得」の適用と言えるであろう。バーデン・ヴュルテンベルク州の教育
現場においては、欧州の歴史の歩みの中に言語教育を位置づけるべく、社会科学系
科目における2言語教育（母語と異言語）の取り組みが地道に普及されつつある。こ
の州のギムナジウムでの2言語使用教育は歴史が古く、1969年に遡る 7 3。この背景
には1963年締結の独仏条約（エリーゼ条約）の存在がある。独仏の協力関係の重要
性が認識され、異言語教育の根本的な見直しがはじまり、両国の教育･文化・青少年
交流に変化をもたらした。その中から、歴史を互いの言語で学ぶことで相互理解を
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深めるとともに、言語運用能力を養成しようという動きが現れた 7 4。この動きは、
歴史教育が民主主義社会における市民の活動に多大な影響を与えるものと認識した
上で、言語教育と歴史教育との連携を図ろうとする欧州評議会の姿勢 7 5にも通じ
る。2言語を使用して社会科学系科目の授業を行うことの目的は、異文化理解能力の
育成の他にも、経済･文化・政治などの領域における異言語での理解・表現能力の育
成にある 7 6。こうした教科間の連携が必要な2言語教育を可能にしているのは、ド
イツの教員養成のあり方（2教科での教員資格取得制度）が影響している 7 7。
この州の436校のギムナジウムのうち、2007年2月時点で、43校ではドイツ語・

英語、15校ではドイツ語・フランス語を用いて、社会科学系科目の授業が行われて
いる。たとえばフライブルクには、ドイツ語を母語とする生徒とフランス語を母語
とする生徒が共に通う、ドイツ＝フランス＝ギムナジウム（Deutsch-Französisches 
Gymnasium Freiburg）という学校がある。この学校は、フライブルク以外に、ザール
ブリュッケン（Saarbrücken）とフランスのビュック（Buc）にある二つの学校と連携
しており、歴史（Geschichte）、地理（Geographie）、社会科（Gemeinschaftskunde）の
授業をドイツ語とフランス語の2言語で実施している。はじめの3年間はそれぞれの
母語で授業が行われ、4年目（8年生）以降はドイツ語が母語の生徒はフランス語で、
フランス語が母語の生徒はドイツ語で学ぶ。そして最終的には関連するテーマにつ
いての知識を両言語で獲得することが目的とされている 7 8。この三つの学校では、
両国の生徒に共通の歴史認識を持たせることを目指し、2007/2008年度から独仏共
同歴史教科書 7 9を採用している。

6．言語政策部門の取り組みを日本で議論する意義

①国民国家意識に対する反省と学際的研究への試み
plurilingualismという考え方をはじめとする言語政策部門の取り組みを、日本と

いう文脈で議論するということは、どのような意味を持つのであろうか。ヨーロッ
パでの議論における問題意識とは確かに異なるであろうし、受容のされ方や人々の
意識にも大きな相違があるであろう。しかし、CEFRに日本でも多くの注目が集まっ
ている今、日本の立場から言語政策部門の取り組みを論じ、比較検討することには重
要な意義があると考えられる 8 0。その理由を本稿では二つあげたい。
まず一つは、明治維新後の日本の言語政策もヨーロッパの言語政策から影響を

受けており、その歴史的な意味を振り返る必要があるからである。当時の日本の言
語政策は現在でも、たとえば「国語」という名称をめぐる論争などに影響を及ぼして
いる。「国語」を帝国臣民の「精神的血液」になぞらえた理論は、上田万年（1867－
1937）がかつてのヨーロッパの言語イデオロギーを日本に輸入したものである 8 1。
上田は、プロイセンの国民意識高揚のためのドイツ語学習推進という考え方を日本
の「国語」教育の普及に応用できると考えていた 8 2。さらに、日本の植民地での言語
政策にもヨーロッパからの影響があった。保科孝一（1872－1955）8 3は「国家語」制
定こそが多民族多言語国家が存続する道であると確信し、日本の植民地であった朝
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鮮半島における言語政策の模範を当時のヨーロッパに求め、各地の言語政策を分析
した。また保科は、ドイツ領ポーゼン州に対するプロイセン＝ドイツの言語政策に、
日本の植民地朝鮮に対する言語政策の指針を見出した 8 4。ポーゼン州が教育におい
てもドイツの統治下に入ったのは当然のことであり、ポーランド人にとって歓迎す
るべきものであると主張したドイツの姿勢を、保科は日本にも応用できると考えた
のである 8 5。こうした一連の言語政策研究が、かつての日本ではヨーロッパの影響
を受けて行われていた。それ故、戦後のヨーロッパが国家主義的な考え方の反省か
ら欧州評議会という組織を発足させ、言語政策にいかに意欲的かつ柔軟的に取り組
んできているかを分析し、その成果を日本との関わりにおいて考察することで、歴史
的歩みの中に現在の政策があることを認識することができる。

二つ目の理由としては、教育の分野で教科の枠をこえた連携を考える際にも、言
語政策部門の知見から参考にできる部分が多いことがあげられる。ヨーロッパ統合
という歴史的出来事は、ヨーロッパの言語教育にも大きな変革をもたらしている。
欧州の政治的側面と市民の内面的・文化的側面ともいえる言語問題の双方にまたが
る領域を扱う研究や、それを実践に結び付ける試みも欧州評議会の後援のもと、ヨー
ロッパで行われている。一方、日本の言語教育においては「語学の孤立」「専門教育の
孤立」「教養の孤立」という「三つの孤立」が問題点として指摘されている 8 6。どれ一
つが欠けていても、個人が言語を駆使して社会的活動をより効果的に遂行するのは
難しい。教育条件、母語と学習言語との間の言語的距離など、確かに日本とヨーロッ
パでは異なることも多い。しかし、こうした面においても、言語政策の視点から考察
する必要がある。近隣諸国との連携を考える際には、歴史教育における議論から導
き出された知見を言語教育の議論でも参考にする必要があるであろう。また、たと
えば「議論で使用されるのはどの言語か」ということを考える際には言語政策も関係
してくるので、言語政策的な視点から歴史教育をめぐる議論に参加する方法を考察
していく必要があるであろう。

21世紀は、国民国家的な言語イデオロギーを払拭し、近隣諸国との言語教育に
おける連携を考える時期である。1990年の入管法の改正に伴い外国人登録者数も増
加し、一般の人々にとっても日本語を母語としない外国籍市民が身近な存在となっ
た。彼らの母語は主に中国語・韓国朝鮮語・ポルトガル語・スペイン語などであり、
日本社会における言語を取り巻く状況も大きく変化している。言語政策を学術的に
議論するための「日本言語政策学会」が2002年に設立されるなど、学際的な研究を進
めるための基盤が整いつつあるので、今後の研究成果が期待されるところである。

②plurilingualismの理解に向けて
本稿で敢えて日本語訳ではなく原語plurilingualismを使用した意図を述べたい。

これはヨーロッパにおいてもまだ人々が「意識化」している概念とは言えない。それ
故日本で議論する際には、もう少しこの概念の解釈・使用について慎重になるべきで
あると考えている。熟慮することなく日本語訳、つまり「日本語の名称」を与えてし
まうと、概念の本質から離れて日本語の「名前」が一人歩きしてしまう懸念がある。
欧州評議会でも部門の名称や文書の略語に工夫を凝らし、今後の意欲的な試みを重
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ねあわせていることは本稿第3節で述べたとおりであるが、この概念の日本語の定訳
を決めるにはさらなる議論が必要であろう。

plurilingualismの日本語訳を考察するにあたって、これまで頻繁に用いられてき
たmultilingualismという考え方について、日本語訳と概念の位置づけについて触れ
ておこう。multilingualismは、日本語では「多言語主義」と表現されることが多い。
この用語は「主義」というイデオロギー的な意味合いの他にも、多言語を使用してい
るという事実やその状況を示すことも多いので、さらに「多言語使用」・「多言語状況」
という訳語も考えられる。場合に応じて使い分ける必要があろう。multilingualism
と同様に、plurilingualismの日本語訳としては「複数言語主義」の他にも、「複数言語
使用」「複数言語状況」という訳語が考えられる 8 7。ちなみに、CEFRの日本語訳で
は「複言語主義」という訳語が用いられたので、その訳語が今日では普及している。
pluri-という語幹の意味を考慮するならば、「複数」という意味合いをはっきりさせる
「複数言語主義」が適切であろうし、「多言語」に対することばとしてなら「複言語主
義」も視覚的な語感としてはうなずける。議論の余地がある所以である。こうした
点に関する議論を積み上げていくことは、plurilingualismの理解をより深化させ、さ
らには日本の言語政策を論じる際にも資するものであると考えられる。

7．おわりに

欧州評議会設立時に関する研究 8 8により、「ヨーロッパ・アイデンティティ」が
自明のものでなかった50年代のヨーロッパにおいて欧州評議会が果たした役割の意
義が近年見直されつつある。当時の政治的取り組みが確認される中で、あらためて
言語政策活動の意義が問い直されている。国民国家的イデオロギーの反省から、戦
後は言語教育に新たな政治的な意味を与え、人の移動が活発になる中での相互理解
に向けた異言語教育が推進されてきた。教授法などのいわゆる「権威」に頼りきるの
ではなく、学習者が自分の力で行動し、常に批判的に自己の学習をも省みようという
趣旨に基づいて提案されたのがCEFRやポートフォリオである。さらに、言語学習
に関する発想を意識化させるため、漠然としていた概念にplurilingualismという名前
を与え、人々の意識にのぼらせたことは時代の象徴とも言えよう。特に国境周辺地
域では、社会科学系の授業との連携を図りつつ、言語教育に内容を持たせる試みが
なされ、今後の成果に期待がかかっている。日本では、CEFRにおさめられた評価基
準への関心が高まっているが、それを用いる前にCEFRの理念や完成までの歴史的
背景をおさえる必要がある。というのも、ヨーロッパにおいてもいまだ試行錯誤を
重ねている段階であるからである。そのため本稿ではこの部分に焦点を当てた。
このような観点から日本におけるplurilingualismを考察した場合、近隣諸国の

人々や日本に住む日本語を母語としない人々とどのように接するべきかという問題
提起が必然的に発生する。近隣諸国の様々な言語や日本に住む外国籍市民の言語を
意識すれば、むしろ「英語」が、地理的、歴史的そして言語的にいかに離れた言語で
あるかということに気がつく。「気づく」ことは一見、些細なことにみえるが、異言語
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話者との交流の際には、こうした問題意識への「気づき」が、たとえば顔の表情やし
ぐさといった非言語要素に変化をもたらし、さらにはそれが言語使用の助けにもな
りうる重要な要素なのである。ヨーロッパで生み出されたplurilingualismの考え方
を、いかに各地域で積極的、建設的に活用してゆくかが今後の課題である。日本にお
けるCEFRやポートフォリオ活用の際の問題点とともに論証していきたいと考えて
いる。
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Der Ansatz der sprachenpolitischen Abteilung des Europarates 
und deren Perspektive ——Interpretation und Möglichkeiten des 

Konzeptes „Plurilingualismus“——

Tomoko YAMAKAWA

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte der Europarat die kultur- und sprachenpolitischen 
sowie die menschenrechtliche Dimension der europäischen Erweiterung. Zu den wichtigsten 
Aufgaben des Europarates gehören der Schutz der Menschenrechte, die parlamentarische 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Darüber hinaus fördert der Europarat die Entwicklung 
und das Bewusstsein für die kulturelle Identität und Vielfalt Europas. Um die Menschenrechte 
und die kulturelle Identität und Vielfalt zu schützen, kommt der Erziehung eine entscheidende 
Aufgabe zu. Dabei ist der Sprachenunterricht maßgebend, weil er ein Element des individuellen 
Allgemeinbildungskonzepts ist. Besonders spielt die sprachenpolitische Abteilung (Language 
Policy Division) des Europarates eine große Rolle für die Sprachenpolitik und den -unterricht 
in Europa. Als diese Abteilung 1957 gegründet wurde, war der Name dieser Abteilung 
„Moderne Sprache“ (Modern Languages Division). Damals wurde dieser Begriff gebraucht, 
um zu bekräftigen, dass man die moderne Sprachen für wichtiger hielt als die klassische 
Sprachen.  Im Jahre 2002 wurde der Name der Abteilung in „Sprachenpolitische Abteilung“ 
geändert, weil viele die Signifikanz der modernen Sprachen erkannt hatten und diese nicht 
mehr hervorgehoben zu werden brauchte. Es sollte eher betont werden, dass es eine Verbindung 
zwischen dem Sprachenunterricht und der Politik gibt. 

Um die Qualität der Kommunikation unter Europäern mit unterschiedlichem 
sprachlichem und kulturellem Hintergrund zu verbessern, erarbeitete der Europarat 2001 einen 
Referenzrahmen (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment: Abk. CEFR). Der Referenzrahmen ist ein Ergebnis langjähriger Arbeit 
des Europarates und stellt nach den überarbeiteten Fassungen (1996, 1998) eine gemeinsame 
Basis für die Entwicklung von zielsprachlichen Lehrplänen in ganz Europa dar.

Das Konzept „Plurilingualismus“ ist ein wichtiges Element, um den Referenzrahmen 
anzuwenden. Dabei unterscheidet man „Plurilingualismus“ von „Multilingualismus“. Im 
Referenzrahmen bezieht sich „Plurilingualismus“ auf die Mehrsprachigkeit eines Individuums 
und „Multilingualismus“ auf die einer Gesellschaft. Laut Referenzrahmen begünstigt die 
Entwicklung einer mehrsprachigen Kompetenz des Menschen das Leben im vielsprachigen 
Europa. Das  Konzept „Plurilingualismus“ berücksichtigt die Koexistenz vieler Sprachen 
beim jeweiligen Lernenden und wirft häufig die Frage nach der Stellung der englischen 
Sprache auf. Das Konzept beinhaltet den „Schutz der Muttersprache“ und „die Wichtigkeit 
des Fremdsprachenlernens“. Diese Denkweise folgt aus dem Recht des Menschen auf die 
eigene Sprache (Linguistic Human Right). Das vom Europarat entwickelte Konzept 
„Plurilingualismus“ beruht auf der Geschichte des Rechtes des Menschen auf die eigene 
Sprache.  
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Das Konzept „Plurilinugalismus“ hat viele Möglichkeiten bei der Anwendung auf z.B. 
den  Schulunterricht. Die Sprachenpolitik des Europarates soll auch einen Einfluss auf das 
Bildungssystem des Bundeslandes Baden-Württemberg haben, da es an der französischen 
Grenze liegt. Der Kontext des Nationalstaats verliert in dieser Grenzregion an Signifikanz, 
wohingegen der europäische Kontext an Signifikanz gewinnt, besonders auch im Hinblick auf 
die EU-Erweiterung. Das Ziel des Fremdsprachenunterichts ist die Entwicklung der 
Sprachlernkompetenz der Kinder und Jugendlichen und die Motivation zu lebenslangem 
Fremdsprachenlernen. Idealerweise lernen sie lebenslang, wie Informationen in anderen 
Sprachen gewonnen werden und wie man sich auf anderssprachige Menschen einstellen kann. 
Ab dem Schuljahr 2003/2004 wurde der Fremdsprachenunterricht ab der ersten Klasse 
eingeführt, im Gebiet Oberrhein wird Französisch und in anderen Gebieten Englisch 
unterrichtet. 

Laut dem Europarat hat der Geschichtsunterricht besondere Auswirkungen auf das 
Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellung der künftigen Bürger einer demokratischen 
Gesellschaft. Durch die Erfahrung, z.B. Geschichte in einer Fremdsprache zu lernen, 
bekommen die Schüler eine neue Perspektive für das Leben in Europa und die Möglichkeit 
mit dem Abitur das Fachvokabular in beiden Sprachen zu beherrschen. Im achtjährigen 
Gymnasium in Baden-Württemberg haben die Fremdsprachen eine wichtige Funktion. 
Schülerinnen und Schüler lernen mindestens zwei Fremdsprachen, wobei in diesen 
Fremdsprachen auch Fachunterricht (z.B. Geschichte, Geographie und Gemeinschaftskunde) 
erteilt wird. 

Inwiefern ist „Plurilingualismus“ als eine europäische Antwort auf nicht-europäische 
Gesellschaften z.B. auf Japan übertragbar? Das Konzept des „Plurilingualismus“ könnte das 
Sprachbewusstsein der Japaner erweitern, insbesondere könnte es dazu beitragen die 
Beziehung zwischen der Politik und dem Sprachenunterricht zu verdeutlichen. Es gibt auch in 
Japan sprachliche Minderheiten, die Japanisch nicht gut beherrschen und meistens Chinesisch, 
Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch als Muttersprache haben. Das Zusammenleben von 
Menschen mit unterschiedlichem sprachlichem und kulturellem Hintergrund ist auch in Japan 
eine große Herausforderung. Eine nationalistische Denkweise wird mit dem Konzept 
„Plurilingualismus“ relativiert. Das Konzept des „Plurilinugualismus“ sollte auch zur 
Förderung der Bedeutung der Sprachenpolitik in Japan beitragen. Um im Hinblick auf die 
Vielfalt der Kulturen und Sprachen zukunftsfähige Konzepte für die Sprachenpolitik zu 
entwickeln, wird der intensive Dialog zwischen verschiedenen Verantwortlichen in Erziehung 
und Politik nötig sein.


